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は じ め に

日頃より、本市の労働行政の推進に対しまして、特段のご理

解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、最近のわが国の経済情勢は、新型コロナウイルス感染

症が５類となり、経済社会活動の正常化が進み、個人消費を中

心に持ち直しの動きが続いております。

本市における雇用情勢については、若年層の人材流出、人手

不足などの現状に対し、いかに対応していくかが大きな課題と

なっており、新規学卒者やＵ・ Ｉ ターン者への奨励金交付制度、

奨学金返還支援制度のほか、賃貸住宅家賃助成制度により対策

を図ってきたところであります。

本調査は、こうした状況の中、市内企業の振興及び安定、労

働者の労働条件の改善、労働力の確保及び定着を図るための資

料とすることを目的に、諸制度や雇用の状況、労働条件の実態

等についてまとめたもので、皆様方に広く活用され、働く 方々

のよりよい環境づく りに少しでもお役に立てば幸いに存じます。

終わりに、本調査にご協力いただきました各事業所の皆様に

厚くお礼申し上げますとともに今後とも一層のご指導、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

令和６年３月

芦別市長 荻 原 貢
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